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* 1 　上告が提起された場合には，上告審においても附帯上告（民事訴訟法313条，293条 1 項）をすることができる。また，
上告受理の申立てがされた場合，附帯上告受理（同法318条 5 項，313条，293条 1 項）の申立てをすることができる。

* 2 　このほかに，上告は，高等裁判所が第一審としてした終局判決に対しても最高裁判所にすることができるほか，地
方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては，高等裁判所にすることができることとなっている（民事訴訟法
311条 1 項）。また，上告事件には，地方裁判所がした第一審判決に対する飛躍上告事件（同法311条 2 項，281条 1
項ただし書）や，高等裁判所が上告審としてした終局判決に対する特別上告（同法327条 1 項）等がある。

* 3 　平成 8年の民事訴訟法改正（平成10年 1 月 1 日施行）前は，憲法違反のほか，広く原判決に影響を及ぼすことが明
らかな法令違反が上告理由として規定されていたが，最高裁判所が，憲法問題や重要な意義を有する法令解釈の問
題について速やかな判断を示し，その本来の責務を十分に果たすことができるようにするために，上告理由が憲法
違反及び重大な手続法違反に制限された（法務省民事局参事官室編「一問一答・新民事訴訟法」341頁，343頁参照）。

* 4 　上告受理制度は，平成 8年の民事訴訟法改正により新設された。なお，同一の第二審判決に対して，上告の提起と
上告受理の申立てを共にすること（以下，このような申立てがされた事件を「並行申立事件」という。）も可能である。

* 5 　上告の提起があった場合には，上告状却下の命令又は上告が不適法でその不備を補正することができない場合に原
裁判所による上告却下の決定があったときを除き，当事者に上告提起通知書を送達しなければならない。
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* 6 　上告又は上告受理の申立ての理由の記載が最高裁判所規則で定める方式に違反することが明らかなときは，原裁判
所は，決定で，相当の期間を定めて補正を命じなければならず，この場合の上告又は上告受理の申立ての却下は，
その期間内に上告人（申立人）が不備の補正をしないときにするものとされている（民事訴訟規則196条，199条 2 項）。

* 7 　なお，上告審の統計データにおいては，同一の第二審判決に対して上告（上告受理の申立て）と附帯上告（附帯上告
受理の申立て）がされた場合，上告（上告受理）事件と附帯上告（附帯上告受理）事件を別個の事件として統計処理し
ている。
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* 8 　平成22年に既済となった民事訴訟事件については，上告事件の総数1871件のうち高裁第一審判決に対する上告事件
（人身保護請求，独占禁止法関係の損害賠償請求訴訟等。上告受理事件についても同じ。）の件数は 2件であり，上
告受理事件の総数2259件のうち高裁第一審判決に対する上告受理事件の件数は 0件である。これに対し，同年に既
済となった行政訴訟事件については，上告事件の総数408件のうち高裁第一審判決に対する上告事件（知的財産権
関係，独占禁止法関係等の審決取消訴訟等。上告受理事件についても同じ。）の件数は56件であり，上告受理事件の
総数491件のうち高裁第一審判決に対する上告受理事件の件数は82件である。

* 9 　上告受理決定・不受理決定までの平均期間とは，上告審記録受理から上告受理決定又は上告不受理決定がされるま
での審理期間の平均である。上告受理決定までの平均期間とは，上告審記録受理から上告受理決定までの審理期間
の平均であり，上告不受理決定までの期間も同様である。
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*10　上告事件の平均審理期間とは，上告審記録受理から上告審終局までの期間の平均であり，上告受理事件の平均審理
期間も同様である。したがって，上告状又は上告受理申立書の提出から上告審記録受理までの期間は含まれていな
い。なお，上告受理事件のうち，上告受理決定がされた事件は，その後の判決等の終局事由により上告審が終局す
るため，上告審記録受理から判決等の終局時由までの期間が上告審の審理期間であり，上告不受理決定がされた事
件は，それにより上告審が終局するため，上告審記録受理から上告不受理決定までの期間が上告審の審理期間である。

*11　現行民事訴訟法施行前と比較して同法施行後の新受件数が減少しているのは，前掲脚注 3及び脚注 4のとおり，現
行民事訴訟法において上告理由が制限されるとともに上告受理制度が新設されたことによる影響が主な原因である
と推測される。

*12　なお，最高裁判所の統計システム上，並行申立事件の新受件数を集計していないため，正確な数値は把握できない
が，上告事件に占める並行申立事件の割合は， 8割程度である。
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*13　平成14年末において改正前民事訴訟法が適用される事件の未済件数は， 3件のみである。
*14　最高裁判所が決定をする場合において，相当と認めるときは，決定書の作成に代えて，決定の内容を調書に記載さ

せることが可能になり（民事訴訟規則50条の 2），決定書作成の事務が合理化された。
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*15　平均審理期間は，その年に事件処理が終了した事件の審理期間の平均値であり，複雑困難な事件が例年より多く終
局した年は期間が長期化することもある。

*16　上告受理事件のうち，判決で終局した事件の件数をみると，現行民事訴訟法施行直後である平成10年から平成13年
までにおいては，まだ少なく（平成10年 0 件，平成11年 7 件，平成12年17件，平成13年35件），統計データ上も，
重要な法律問題を含む事件がほとんど終局に至らなかったことがうかがわれる。
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〈上告事件〉

〈上告受理事件〉 　既済事件の審理期間

既済事件の審理期間
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*17　統計上，上告審の事件類型においては，「医療損害賠償」及び「建築瑕疵損害賠償」等が「その他の損害賠償」に，「公害
差止め」等が「その他」に含まれているのに対し，第一審及び控訴審の統計ではこれらが別項目になっており，上告
審と第一審及び控訴審とで分析している事件類型が異なる。

*18　「金銭のその他」は，金銭の支払を目的とする事件のうち事件票上それぞれ個別に分類されて統計が取られているも
の以外の事件であり，不当利得金（過払金），手付金，地代，家賃，敷金，請負代金，保証債務等を請求する事件
等が含まれる。「その他の損害賠償」は，損害賠償を目的とする事件のうち事件票上それぞれ個別に分類されて統計
が取られているもの以外の事件であり，不法行為・債務不履行・瑕疵担保責任等に基づく損害賠償請求事件等が含
まれる。「その他」は，民事訴訟事件全体の事件のうち，事件票上個別に分類されて統計が取られているもの以外の
事件であり，動産の引渡しを請求する事件，動産に対する権利関係の確認を求める等の物品を目的とする訴え，株
主総会決議無効確認，同取消しの訴え等の会社関係訴訟及び執行文付与の訴え等が含まれる。

*19　「第三者異議」は事件数が 1件しかなく，個別の事件の特性が統計データに強い影響を及ぼしている可能性が特に高
いため，分析対象から除外した。
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*20　前掲脚注 9参照 
*21　上告受理決定・不受理決定以外の上告受理の申立ての結果としては，「和解」，「申立ての取下げ」，「訴え取下げ」及び

「その他」が挙げられる。
*22　上告審終局までの審理期間とは，上告審記録受理から上告審終局までの審理期間である。
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*23　第一審受理から上告審記録受理までの期間は，上告提起又は上告受理の申立てがあった事件について，全体審理期
間から，上告審記録受理から上告審終局までの期間を差し引いて算出した数値である。したがって，その期間には，
第一審及び控訴審における審理期間のほか，第一審判決言渡し後，控訴審裁判所に訴訟記録が送付されるまでの期
間と，控訴審判決言渡し後，上告審裁判所に訴訟記録が送付されるまでの期間も加わっている。もっとも，第一審
判決言渡し後，控訴審裁判所に訴訟記録が送付されるまでの期間と，控訴審判決言渡し後，上告審裁判所に訴訟記
録が送付されるまでの期間は，両者を合わせたとしても数か月であることが通常であり，第一審・控訴審と上告審
の審理期間の傾向を比較するに当たっては，大きな影響は生じない。
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*24　「金銭債権存否」については，上告事件が 5件，上告受理事件が 3件（前掲【図 5】参照）と，母数が極めて少なく，
個別の事件の特性が各統計データに強い影響を及ぼしている可能性があることに留意する必要がある。



２２２

〈上告受理事件〉

〈上告事件〉

－220－

Ⅴ　最高裁判所における訴訟事件の概況

220



2　民事・行政訴訟事件の概況等

Ⅴ

221

*25　「憲法違反」や「理由不備・食違い」を理由とする上告事件は，実質的には法令違反や原裁判所の事実認定に対する
不服を主張するにすぎないものがほとんどであると指摘されている（福田剛久ほか「最高裁判所に対する民事上訴
制度の運用」判例タイムズ1250号 7 頁から 8頁まで（平成19年））。
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*26　前掲脚注10参照
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*27　前掲脚注21参照
*28　前掲脚注 9参照
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*29　前掲脚注22参照
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*30　前掲脚注23参照
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*31　前掲脚注25参照
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*32　現行民事訴訟法の施行前における最高裁判所の状況については，「処理能力を遥かに超えており」「すでに危機的な状
況にある」と評されていた（三宅省三ほか編「新民事訴訟法体系－理論と実務－第 4巻」49頁（平成 9年））。

*33　前掲脚注12のとおり，上告事件の新受件数のうち， 8割程度は並行申立事件であり，また，上告事件 1件当たりの
負担は，現行民事訴訟法において上告理由が憲法違反及び重大な手続法違反に制限された上，本文記載のとおり，
憲法違反等の主張はあるものの実質は法令違反等をいうにすぎない事件の割合が高いため，改正前民事訴訟法下に
比べれば，軽減したものと思われるが，最終審としての精査の作業を要する以上，最高裁判所としては，なお相応
の負担がある。

*34　上告受理制度のほか，現行民事訴訟法においては，決定・命令等に関わる法令解釈の統一を図るため，許可抗告制
度（民事訴訟法337条）が新設されている。許可抗告は，原裁判所である高等裁判所が，自らの決定又は命令につい
て抗告を許可した場合に限って許されるものであり（同条 1項），その新受件数は必ずしも多くはないものの（平成
20年は53件，平成21年は43件である。），最高裁判所の判例（これがない場合には，大審院又は上告裁判所若しくは
抗告裁判所である高等裁判所の判例）と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと
認められて抗告が許可されるものであるから， 1件当たりの負担は，判決によって終局する上告事件又は上告受理
事件に相当するため，許可抗告の処理は，最高裁判所にとって大きな負担となっているようである（福田剛久ほか・
前掲 9頁から10頁まで参照）。

*35　現行民事訴訟法は，上告理由の制限等の法改正によって生み出される余力が重要な法律問題に注がれることを想定
していると考えられ，現に，新受件数が5000件を超える中で，判決により終局する事件数も100件程度に達してい
るのではあるが，このような大量の新受事件を迅速に処理し続ける状況の下で，重要な法律問題にこれ以上の力を
注いでいく余力が実際にどの程度あるのかという疑問も生じないわけではない。
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* 1 　上告事件の大半は，高等裁判所のした控訴審の判決に対する最高裁判所への不服申立て事件である（刑事訴訟法40
条）。上告事件には，他にも，高等裁判所が第一審を行う特別な種類の事件の判決に対する不服申立て事件（同条）や，
地方裁判所，家庭裁判所又は簡易裁判所がした第一審判決に対する跳躍上告事件（同法406条，刑事訴訟規則254条）
があるが，本報告書では，取り上げない。

* 2 　上告受理の制度は，刑事訴訟法405条の上告理由には当たらないが最高裁判所が取り上げるにふさわしい法律問題
について，実質判断をなし得るようにしたものである。しかし，同法411条により職権破棄を求めることができる
ことから，この制度を利用する実益に乏しいといわれており（石丸俊彦ほか「新版　刑事訴訟の実務　下巻」506頁

（新日本法規出版，平成17年）参照），ほとんど利用されていない。平成22年の刑事上告受理申立ては28件であった（こ
のうち受理されたものはなかった。）。
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